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広島を牽引

するトップリ

ーダーの生き

様を番組化し，

次世代を担う

学生や起業家

に生きるヒントと学びを与える為に構築された

日本最大の経営者ウェブ TV，「広島の社長.tv

（ティービー）」。

広島の活性化につながることを願い，所長山

下江の番組を公開しました。

所長が約 10 分間「成長の根源となる言葉」

「社会の役に立つために」「理想の事務所像」「弁

護士の目指す先」について語っています。

ぜひご覧ください。

☞詳しくは山下江のブログ「なやみよまるく」 

>8/8 «「広島の社長 TV」好調発進！»

私は，３度の飯と同じくらいに漫画が好きです。

小学校に入学するかしないかくらいの時期から

読み始め，数多くあった受験の時期にも合間の

時間をぬって漫画を読んでいました。現在でも１

週間の間に週刊少年誌を１冊，単行本を５冊ほ

ど購入しています。

おかげで所有する漫画は増え続け，広島に

来て２年足らずにもかかわらず，部屋は写真のよ

うな有様となりました。愛する漫画のために収納

できる本棚を探し続けているのですが，理想のも

のと中々巡り会えません。

私の根が単純だからでしょうが，漫画は単なる

ストレス解消にとどまらず，私の生活や価値観等

にも影響を及ぼしてきました。幼少のころは某バ

トル漫画の影響で修業をすれば手や指から光

線が出ると信じて疑わなかったですし、中学生

のときにバスケットボール部に入部したのは某バ

スケットボール漫画に感動したことがきっかけで

した。大学生のころには高身長の女子が低身長

の男子に恋をするという某少女マンガを読んで，

高身長の女性との素敵な出会いを夢見るように

なりました（今考えると本当に愚かだったと思い

ます）。中でも司法試験の受験直近の時期に，

某宇宙飛行士漫画の中で主人公が宇宙飛行士

になる夢を果たすまでを読み，目に涙しながら

勉強する気持ちを改めて奮い起したのは記憶に

新しいです。

これだけ素晴らしい漫画が数多くある日本に

生まれて本当に幸せです。これからも漫画を読

む時間を大切にしていきたいと思います。

我が家にある漫画

「広島の社長.tv」に所長山下江の番組を公開しました

弁護士ON・OFF 第 20 回 弁護士 久井 春樹

KAIRO BIMONTHLY
海路隔月版（for 企業法務）

http://hiroshima-president.net/law-yamashita
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独占禁止法について（１）

「独占禁止法」というと大企業が市場を独

占するのを禁止する法律であり，中小企業は

関係ないのでは，と思われる向きもあるかと

思いますが，そうではありません。

中小企業を保護するためにもある独占禁止法

確かに，同法は大企業による独占も禁止し

ていますが，同法の正式名称は「私的独占の

禁止及び公正取引の確保に関する法律」と言

い，大企業の不当な行為から中小企業を守る

（公正な取引を確保する）という側面もある

のです。この項では，こうした面を中心に述

べます。

独占禁止法の目的

独占禁止法は何のためにあるか。自由市場

経済は，事業者間の競争を通じて運営される

のが最も効率的という考え方に基づいて，競

争政策を実現するためです。それによって，

国民全体の利益（一般消費者の利益）が確保

されることにもなります。

すなわち，公正で自由な競争を促進する目

的を達成するために，事業者が競争を制限し

たり，公正な競争を阻害するおそれのある行

為を禁止して，違反行為があればそれを排除

することによって，市場における競争の秩序

を維持・回復することを目的としています。

公正取引委員会

そして，この独占禁止法を運用するための

国の行政機関が公正取引委員会です。同委員

会は，違反の疑いがあったときは，事情聴取・

資料収集を行い，弁明の機会を付与し，最終

的には同違反行為を止めるように「排除命令」

を発します。

独占禁止法の３本柱

同法により禁止される行為は次の３つです。

①私的独占，②不当な取引制限，③不公正な

取引方法。

①私的独占は，例えば，キリンビールとサ

ントリーの統合問題のように，企業同士が統

合する場合に市場を独占してしまうおそれが

ある場合や，国内大手航空会社が新規参入者

の設定した割引運賃と同額又はこれを下回る

運賃を設定することにより，新規参入を妨害

するおそれがある場合などに問題となります。

不当な取引制限

②不当な取引制限とは，カルテルや入札談

合のことです。カルテルとは，企業間の価格

などの協定のことをいいます。同業者が一緒

になって販売価格や供給数量などの競争を制

限して，市場をコントロールすることです。

弁護士 山下江の「実務に役立つ企業法務の基礎」第20 回
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入札談合とは，入札参加者が予め話し合って

受注予定者や受注価格を決めることです。談

合などにより不当な取引制限をした者は，５

年以下の懲役又は５００万円以下の罰金に処

せられることとなります。

不当な取引制限は，二つ以上の事業者が共

同して競争を制限しようとする合意がある場

合に成立します。この「合意」は広い意味で

使われており，話し合いの中で，皆が他の同

業者がどういう行動をとるか予測して，これ

らと歩調を揃えようと考えている場合（「暗黙

の合意」といいます）や，話し合いの会合な

どに出席していなくても，参加者から連絡を

受けて合意に従えば，不当な取引制限に該当

しますので，注意が必要です。

行政機関への処罰規定は？

独占禁止法は，事業者又は事業者団体の行

為を禁止の対象としているのみで，公共工事

の入札を実施する行政機関の処罰は対象とな

っておりません。行政機関の職員に対しては，

「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに

職員による入札等の公正を害すべき行為の処

罰に関する法律」が制定されており，同法に

従って処罰されます。

富士山に登ってきました。

20代のうちに富士登山する！と家族に宣言

し GWに申し込んだのも束の間、6月に世界文

化遺産に登録され、空前の富士山ブーム。ス

ポーツ店には富士登山グッズが所狭しに並び、

連日 TV で取り上げられるにつれ、大変な時期

に申し込んでしまったなあと少しの不安を抱

えながらも、山頂まで無事に登りきり、ご来

光を見ることができました！

光りが来ると書いてご来光。『ご』という尊

敬語がつくので神様の光ということでしょう

か。暗闇の中からゆっくりと現れる光。それ

を静かに眺めるのがたまらない。神々しいと

はまさにこういうことなのでしょう。美しい

のは言うまでもないのですが、光がさすこと

によって徐々に明るく暖かくなり、今までの

“暗い、寒い”の二大不安要素から解放されてい

くのがすごく勇気づけられ、感動的でした。

ゲームでいうなら暗闇の世界で大魔王を倒

し光の世界を取り戻した感覚。身体の疲れが

回復するわけではないのですが、元気がでる

のと同時に自然の偉大さを思い知らされまし

た。帰り道は大砂走り、恐らく瞬間的にボル

トを越えたのではと思う程の超ダッシュで楽

しく下山しました。

日本一の疲労感と達成感を味わうことが出

来る富士山。来年も…とは言い難いですが是

非また挑戦したいと思います！

頂上からのご来光

事務局コラム 第20 回 「一度は登りたい 3776 メートル」 M．A

※バックナンバーをご入り用の方は、

裏面の連絡先までお問い合わせください。
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◆企業法務セミナー開催のご案内

当セミナー参加者は，1 カ月以内に 1時間の無料法

律相談が可能です。この機会を是非，ご活用ください。

・第９回：平成２５年９月２６日（木）

１８：３０～２０：３０

講師 副所長・弁護士 田中伸

“不正競争防止法って，なに？”

会場：広島パシフィックホテル（中区上八丁堀8-16）

受講料：顧問会社様 無料（複数名可）

一般 １名様につき ５,０００円

☞詳細は，当事務所企業法務専門サイト（トップ＞セミナ

ー案内）をご参照ください。

◆FMちゅーピー「なやみよまるく～江さんの何でも法

律相談～課外版」のご案内

山下江法律事務所

所長の山下江が毎月

第３水曜日１８:３０か

ら，紙屋町のウエストプ

ラザビルで，座談会的法律相談を開催しています。

第６回：平成２５年９月１８日（水）

・息子が私の車を無断運転で事故。私の責任は？

・交通事故の責任は自分にあるが，保険金をもらえ

るか

第７回：平成２５年１０月１７日（水）

・セックスレスは離婚原因になるか？

・離婚のための手続きを教えてください。

☞詳細は，当事務所サイト（トップ>お知らせ）をご参照ください。 

◆交通事故サイト、リニューアルオープン！

http://www.hiroshima-jiko.com/

交通事故の賠償金は，弁護士が代理交渉するこ

とによって増額するケースがほとんどです。まずはお

気軽に弁護士にご相談ください。

◆所長がNPO法人瀬戸内里海振興会の理事長

に就任しました

当会は，多くの住民が「里海」とふれあいながら，

学び，研究し，情報発信することで，「里海」の保全

と地域の活性化に役立つ様々な事業を行っていま

す。瀬戸内海の環境保全・再生・創出に貢献してま

いります。詳しくは☞山下江のブログ「なやみよまるく」>6/4

「瀬戸内里海振興会理事長に就任(^o^)」をご参照ください。

◆秘書部長が「働く女性のネットワーク会議」に登壇

7月20日(土)，

広 島 県 主 催 の

「働く女性のネッ

トワーク会議」の

分科会「ワーキングマザーの子育て」において，秘

書部長の今井絵美が，パネリストを務めました。

法律事情なう

〒730-0012広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703

営業時間：平日 ９時～１８時

ＴＥＬ：082-223-0695 / ＦＡＸ：082-223-2652

電話受付：年中無休 ７時～２４時

相談時間：月曜 ９時～２１時（夜間相談有り），火曜～金曜 ９時～１８時，土曜１０時～１７時

※上記以外の時間帯でも対応可能な弁護士がいれば，相談時間を設定しますので，まずはお電話ください。

Ｅ－ＭＡＩＬ：info@law-yamashita.com メール受付：年中無休２４時間対応


